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調査結果の概要 

 

１ 新規学卒者及び中途採用者の採用状況 

 (1) 採用状況 

   平成 15 年春卒業の新規学卒者又は中途採用者（過去１年間）を採用した企業割合

は 71.9％と、前回調査の平成 12 年度の 74.3％を下回っている（付属統計表第１表）。 

    採用のあった企業についてみると、いずれの職種・コースとも「男女とも採用」

が高い採用区分は「四年制大学卒事務・営業系」及び「中途採用者」で、それぞれ

45.4％（平成 12 年度 43.8％）、53.0％（同 49.5％）であった。また、前回調査と

比べ、「高校卒技術系」を除く全ての採用区分で「男女とも採用」した企業割合が

上昇し、特に「短大・高専卒事務・営業系」、「短大・高専卒技術系」で上昇幅が大

きかった（それぞれ 34.5％（10.8％ポイント上昇）、31.7％（9.5％ポイント上昇））。 

  「女性のみ採用」した企業割合が最も高い採用区分は、短大・高専卒及び高卒の

「事務・営業系」であるが、いずれも前回調査に比べ低下している（それぞれ 51.5％

（16.0％ポイント低下）、47.2％（7.1％ポイント低下））。 

  一方、「男性のみ採用」した企業割合が高い採用区分は、全ての学歴区分の「技術

系」で、それぞれ四年制大学卒が 55.8％、短大・高専卒が 53.7％、高卒が 67.5％

であった。しかし、このうち「四年制大学卒技術系」及び「短大・高専卒技術系」

の採用区分については前回調査と比べて減少している（それぞれ 8.8％ポイント低

下、6.2％ポイント低下）（図表１、付属統計表第２表）。 

 

図表１ 採用区分、採用状況別企業割合 
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 (2) 男性のみ採用の理由 

  採用のあった企業のうち、男性のみ採用の職種・コースがあった企業の割合は

50.6％で、そのうち、男性のみを採用した理由は、「女性の応募がなかった」が 55.0％

と最も多く、次いで「募集・採用人数が１人だった」が 25.5％、「女性の応募はあ

ったが、試験の成績等が採用基準に達していなかった」が 11.5％となっている（付

属統計表第３表）。 

 

２  コース別雇用管理制度について 

(1)  コース別雇用管理制度の状況 

     コース別雇用管理制度が「ある」とする企業割合は 9.5％で、平成 12 年度（7.1％）

と比べて 2.4％ポイント上昇している。（付属統計表第４表） 

    これを産業別にみると、金融・保険業が 41.1％（平成 12 年度 41.7％）と最も高

い状況は変わらず、製造業（6.0％→9.2％）、建設業（3.5％→8.1％）で上昇してい

る（図表２）。 

また、規模別にみると、規模が大きくなるほど「制度あり」とする割合が高く、

5,000 人以上規模で 46.7％、1,000～4,999 人規模で 38.1％、300～999 人規模で

23.6％、100～299 人規模で 13.7％、30～99 人規模で 5.9％となっている。しかし、

1,000 人以上規模企業で「制度あり」とする企業割合は低下しており（5,000 人以

上規模 5.2％ポイント低下、1,000～4,999 人規模 1.8％ポイント低下）、その一方で

1,000 人未満規模企業で上昇している（300～999 人規模 0.9％ポイント上昇、100

～299 人規模 3.0％ポイント上昇、30～99 人規模 2.4％ポイント上昇）（図表３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２ 産業別コース別雇用管理制度あり企業

割合 

図表３ 企業規模別コース別雇用管理

制度あり企業割合の推移 

注）調査対象産業のうち、①教育、学習支援業：学校教育を除く、②複合サービス業：企業数が少な

いため調査不能、③サービス業（他に分類されないもの）：家事サービス、外国公務を除く、ものと

しており、以下同様とする。 
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 (2) コース別雇用管理制度の見直し状況 

過去３年間にコース別雇用管理制度の見直しをした企業割合は 23.0％（平成 12

年度 22.0％）であった。規模別にはコース別雇用管理制度のある企業割合の高い

5,000 人以上規模企業で、45.2％（平成 12 年度 32.6％）の企業が見直しを行った

としている（図表４、付属統計表第８表）。 

その見直しの内容をみると、「一方へのコース転換のみ認めていたものを両方向と

するなど、コース転換の柔軟化」が 37.6％と最も多く、次いで、「職務内容、職務

レベルの高低によってコースを分割、またはコースの統合」が 25.1％、「コース転

換円滑化のための措置の導入（コース転換希望者への教育訓練の実施等）」が 20.3％

となっている（図表５、付属統計表第９表）。なお、5,000 人以上規模企業について

は、「勤務地を限定したコースを追加するなど、転勤の有無、範囲によるコース区

分の見直し」（35.6％）が最も高く、次いで、「職務内容、職務レベルの高低によっ

てコースを分割、またはコースの統合」（32.7％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４ 産業別コース別雇用管理制度の見直し

をした企業割合 

図表５ コース別雇用管理制度の見直し内容別企

業割合(M.A.) 
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 (3) コース別雇用管理制度のある企業のコース別採用状況 

コース別雇用管理制度のある企業のコースごとの新規学卒者採用状況をみると、

いわゆる総合職（企画的業務に従事し、全国的規模の転勤のあるコース）において

「採用あり」とする企業割合が 46.7％（平成 12 年度 57.0％）で、このうち「男女

とも採用」とする企業割合が 54.4％と平成 12 年度の 46.5％を上回り、かつ「男性

のみ採用」とする企業割合 45.0％も上回った。 

また、いわゆる一般職（定型的業務に従事し、転居を伴う転勤のないコース）に

おいては、「採用あり」とする企業割合が 36.8％と平成 12 年度の 48.4％を下回っ

たが、このうち「女性のみ採用」とする企業割合が 52.0％（平成 12 年度 61.4％）

と減少する一方、「男女とも採用」とする企業割合は 42.7％（同 35.0％）と上昇し

ている（図表６、付属統計表第 10 表）。 

 

図表６ コース別業務内容別採用状況の推移 
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３  配置、昇進について 

(1)  部門別の配置状況 

部門別に配置状況をみると、各部門とも「いずれの職場にも男女とも配置してい

る」とする企業割合が最も高く、その割合が特に高い部門は「人事・総務・経理」

が 85.1％、「企画・調査・広報」が 80.6％、「情報処理」が 76.0％となっている。 

  また、平成 12 年度との比較では「販売・サービス」、「研究・開発・設計」（それ

ぞれ 4.4％ポイント、4.0％ポイントの上昇）等で男女とも配置企業割合が上昇して

いる。 

一方、「男性のみ配置の職場がある」については、「営業」が 38.1％と最も高く、

次いで「研究・開発・設計」28.6％、「生産」が 26.9％となっており、「女性のみ配

置の職場がある」割合が高いのは、「人事・総務・経理」の 10.5％となっている（図

表７、付属統計表第 11 表）。 

 

図表７ 部門、配置状況別企業割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 女性管理職を有する企業割合 

係長相当職以上の女性管理職を有する企業割合は 62.5％（平成 12 年度 62.0％）

で、これを役職別にみると、部長相当職は 6.7％（同 7.4％）、課長相当職は 20.2％

（同 19.0％）、係長相当職は 32.0％（同 31.2％）となっている。 

産業別にみると、係長相当職以上の女性管理職を有する企業割合が高いのは、医

療、福祉(91.9％)、飲食店、宿泊業(77.1％)、金融・保険業(76.3％)となっている。 
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規模別にみると、おおむね規模が大きくなるほど各役職とも「女性管理職を有す

る」企業割合が高く、5,000 人以上規模では、係長相当職以上が 93.0％（平成 12

年度 90.4％）、部長相当職が 37.0％（同 23.8％）、課長相当職が 74.1％（同 75.8％）、

係長相当職が 71.9％（同 74.4％）となっている（図表８、付属統計表第 12 表）。 

 

図表８ 産業・規模、役職別女性管理職を有する企業の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 管理職に占める女性の割合 

係長相当職以上の管理職全体に占める女性の割合（以下、「女性管理職割合」とい

う）は 5.8％（平成 12 年度 5.1％）となっており、これを役職別にみると、部長相

当職では 1.8％（同 1.6％）、課長相当職では 3.0％（同 2.6％）、係長相当職では 8.2％

（同 7.7％）といずれも平成 12 年度と比べ上昇した（図表９、付属統計表第 13 表）。 

産業別にみて、係長相当職以上の女性管理職割合が高いのは医療、福祉（33.0％）、

教育、学習支援業（16.6％）、飲食店、宿泊業（13.6％）である。規模別には、規

模が小さいほど女性管理職割合が高くなっている。 

 

図表９ 役職別管理職に占める女性の割合の推移 
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図表 10 産業、規模、役職別管理職に占める女性の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)  女性管理職が少ないあるいは全くいない理由 

女性管理職が少ない（１割未満）あるいは全くいない役職区分が一つでもある企

業についてその理由をみると、「必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいな

い」とする企業割合が 48.4％（平成 12 年度 43.6％）と最も高く、次いで「勤続年

数が短く、管理職になるまでに退職する」が 30.6％（同 35.4％）、「将来管理職に

就く可能性のある女性はいるが、現在、管理職に就くための在職年数等を満たして

いる者はいない」が 27.6％（同 29.8％）となっている（図表 11、付属統計表第 14

表）。 

図表 11 女性管理職が少ないあるいは全くいない理由別企業割合 
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情報通信業 5.1 1.8 2.8 7.4
運輸業 5.0 0.3 2.9 8.5
卸売・小売業 8.2 2.1 4.2 13.3
金融・保険業 6.1 1.1 2.4 11.3
不動産業 5.5 0.6 5.1 11.8
飲食店、宿泊業 13.6 6.6 7.7 16.5
医療、福祉 33.0 19.5 29.6 46.8
教育、学習支援業 16.6 8.8 10.8 22.6
サービス業 9.5 5.2 7.4 11.3

［規模］
５，０００人以上 3.3 (2.9) 0.5 (0.2) 1.3 (1.0) 5.2 (5.4)
１，０００～４，９９９人 3.6 (3.0) 0.9 (0.3) 1.6 (1.1) 5.9 (5.5)
３００～９９９人 3.6 (3.7) 0.8 (0.9) 2.5 (2.3) 6.0 (6.7)
１００～２９９人 6.8 (5.5) 2.3 (1.4) 4.2 (3.1) 11.7 (9.6)
３０～９９人 10.7 (9.3) 3.5 (3.6) 7.1 (5.8) 15.2 (13.3)

( 該当役職がある企業＝100.0% )

※　（　）内は平成12年度調査の数値である。また、平成12年度の「係長

　相当職以上に占める女性の割合」は今回再集計したものである。

43.6

29.8

35.4

3.5

0.9

7.5

11.4

7.5

16.8

2.8

48.4

27.6

30.6

2.8

1.0

8.4

12.8

6.7

14.0

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない

将来管理職に就く可能性のある女性はいるが、現在、管
理職に就くための在職年数等を満たしている者はいない

勤続年数が短く、管理職になるまでに退職する

全国転勤がある

顧客が女性管理職をいやがる

時間外労働が多い、又は深夜業がある

家庭責任を多く負っているた
め責任ある仕事に就けられない

仕事がハードで女性には無理である

女性が希望しない

上司・同僚・部下となる男性が女性管理職を希望しない

(%)

(女性管理職が少ない（１割未満）あるいは全くいない役職が一つでもある企業＝100.0％)

12年度

15年度
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４ 女性の活躍の推進状況について～ ポジティブ・アクションの推進状況～ 

(1) ポジティブ・アクションの推進状況 

過去の雇用慣行や性別役割分担意識などが原因で男女労働者の間に事実上生じて

いる格差の解消を目的として行う措置、すなわち「女性の能力発揮促進のための企

業の積極的取組（ポジティブ・アクション）」について、「既に取り組んでいる」企

業割合は 29.5%（平成 12 年度 26.3％）、「今後取り組むこととしている」企業割合

は 8.8％（同 13.0％）、「今のところ取り組む予定はない」とする企業割合は 28.7％

（同 34.2％）であった。 

「既に取り組んでいる」企業割合を規模別にみると、規模が大きい企業ほどその

割合が高く、5,000 人以上規模で 74.0％（平成 12 年度 67.7％）、1,000～4,999 人規

模で 59.5％（同 57.9％）、300～999 人規模で 46.7％（同 41.1％）、100～299 人規模

で 34.7％（同 32.3％）、30～99 人規模で 25.2％（同 22.2％）となっており、いず

れの規模においても平成 12 年度を上回った。 

一方、「今のところ取り組む予定はない」企業割合を規模別にみると、規模が小さ

い企業ほどその割合が高いが、平成 12 年度より企業割合は低下しており、30～99

人規模で 31.4％（平成 12 年度 37.7％）、100～299 人規模で 24.0％（同 27.9％）、

300～999 人規模で 19.7％（同 21.7％）、1,000～4,999 人規模で 17.0％（同 16.1％）、

5,000 人以上規模で 10.0％（同 14.1％）となっている（図表 12、付属統計表第 15

表）。 

図表 12 産業、規模別ポジティブ・アクションの取組状況 
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産業規模計

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

飲食店、宿泊業

医療、福祉

教育、学習支援業

サービス業

5,000人以上

1,000～4,999人

300～999人

100～299人

30～99人

(%)

既に取り組んでいる 今後取り組むこととしている 今のところ取り組む予定はない わからない 不明
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(2) ポジティブ・アクションを推進することが必要と考える理由及び効果があっ

たと思われる事項 

「既にポジティブ・アクションに取り組んでいる」又は「今後、取り組むことと

している」とした企業が、社内でポジティブ・アクションを推進することが必要で

あると考える理由は、「男女ともに職務遂行能力によって評価されるという意識を

高めるため」が 68.0％と最も高く、次いで「女性の能力が有効に発揮されることに

より、経営の効率化を図るため」が 64.1％、「男女社員の能力発揮が生産性向上や

競争力強化につながるため」が 52.5％、「働きやすく公正に評価される企業として

認められ、よい人材を確保できるため」が 46.9％等となっている（図表 13、付属

統計表第 16 表）。 

「既にポジティブ・アクションに取り組んでいる」企業が効果があったとする事

項は、必要であると考える理由同様「男女ともに職務遂行能力によって評価される

という意識を高める」が最も高く(47.2％)、次いで「女性の能力が有効に発揮され

ることにより、経営の効率化を図る」(40.3％)、「男女社員の能力発揮が生産性向

上や競争力強化につながる」(37.5％)、「働きやすく公正に評価される企業として

認められ、よい人材を確保できる」(29.3％)等となっている（図表 13、付属統計表

第 17 表）。 

 

図表 13 ポジティブ・アクションを推進することが必要な理由及び効果があった事項別企業割合(M.A.)  
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46.9

37.7

23.1

18.0

33.3

68.0

5.9

15.9

2.0

40.3

37.5

29.3

24.8

20.5

13.1

19.7

47.2

8.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

女性の能力が有効に発揮されるこ

とにより、経営の効率化を図るため

* 男女社員の能力発揮が生産性向

上や競争力強化につながるため

* 働きやすく公正に評価される企業として

認められ､良い人材を確保できるため

職場全体としてのモラールの向上に資するため

顧客ニーズに的確に対応するため

企業イメージの向上に資するため

労働者の職業意識や価値観の多様化に対応するため

* 男女ともに職務遂行能力によって評

価されるという意識を高めるため

労働力人口の減少が見込まれているため

社会的趨勢であり、法律で規定されているため

その他

(%)

必要な理由

効果があった

*　今回調査で新たに加えた選択肢

必要な理由：ポジティブ・アクションに「既に取り組んでいる」あるいは「今後取り組むことと

　　　　　　　　している」企業＝100.0％

効果があった事項：「ポジティブ・アクションに既に取り組んでいる」企業＝100.0％
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(3) ポジティブ・アクションの取組事項 

「ポジティブ・アクションに既に取り組んでいる」企業における取組事項をみる

と、「性別により評価することがないよう人事考課基準を明確に定める」とした企

業が 64.1％と最も高く、次いで「女性がいない又は少ない職務について、意欲と能

力のある女性を積極的に採用する」が 44.3％、「女性がいない又は少ない職務・役

職について、意欲と能力のある女性を積極的に登用する」が 40.6％、「男女の役割

分担意識に基づく慣行の見直し等、職場環境・風土を改善する」が 39.0％等となっ

ている。また、今後行う予定の取組事項としては「女性の教育訓練を積極的に実施

する」(29.6％)や「女性を積極的に登用する」(28.8％)等が多くなっている（図表

14、付属統計表第 18 表）。 

 

図表 14 ポジティブ・アクションに既に取り組んでいる企業における取組事項別企業割合(M.A.) 
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推進体制を整備

問題点の調査・分析

計画を策定
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男性に対する啓発

人事考課基準
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制度の活用促進

職場環境・風土を改善

その他

(%)

行っている

今後行う予定　有

(ポジティブ・アクションに既に

 取り組んでいる企業＝100.0％)
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(4) ポジティブ・アクションに取り組まない理由 

「今のところポジティブ・アクションに取り組む予定がない」とした企業の理由

としては、「既に十分に女性が能力発揮し、活躍しているため」が 44.2％と最も高

く、「日常の業務が忙しいため、対応する余裕がない」が 12.7％、「トップの意識が

伴わない」が 8.1%、「ポジティブ・アクションの手法がわからない」が 6.6%となっ

ている（図表 15、付属統計表第 19 表）。 

ポジティブ・アクションに取り組む予定のない企業のうち、「既に十分に女性が能

力発揮し、活躍しているため」とする企業の割合を産業別にみると、「医療、福祉」

（79.3％）、「教育、学習支援業」（71.7％）等が高くなっている。 

また、「トップの意識が伴わない」という理由で「今のところ取り組む予定のない」

企業において、係長相当職以上の女性管理職を有する企業割合、女性管理職割合を

みるとともに 50.4％、4.5％と産業・規模計よりもそれぞれ 12.1％ポイント、1.3％

ポイント低くなっている。一方、「既に十分に女性が能力発揮し、活躍しているた

め」とする企業においては、女性管理職を有する企業割合は 67.1％、女性管理職割

合は 9.7％と、いずれも産業・規模計を若干（それぞれ 4.6％ポイント、3.9％ポイ

ント）上回っている（図表 16）。 

 

図表 15 ポジティブ・アクションに取り組まない理由別企業割合 
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既に十分に女性が能力
発揮し活躍しているため

日常の業務が忙しいた
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* トップの意識が伴わない

コストの上昇につながる

男性からの理解が得られない

ポジティブ・アクション
の手法がわからない

その他

(%)

12年度

15年度

* 平成15年度に新設した選択肢である。　　　　　　　(ポジティブ・アクションに取り組む予定のない企業=100.0%)
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図表 16 ポジティブ・アクションの取組状況別の女性管理職を有する企業割合及び女性管理職割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 女性の活躍を推進する上での問題点 

さらに、女性の活躍を推進する上での問題点をみると、「家庭責任を考慮する必要

がある」とする企業割合が 48.7％（平成 12 年度 45.8％）と最も高く、次いで「女

性の勤続年数が平均的に短い」が 43.4％（同 47.1％）、「時間外労働、深夜労働を

させにくい」が 35.5％（同 35.7％）、「一般的に女性は職業意識が低い」が 20.8％

（同 25.5％）となっている（図表 17、付属統計表第 20 表）。 

 

図表 17 女性の活躍を推進する上での問題点別企業割合(M.A.) 
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顧客や取引先を含め社会

一般の理解が不十分である

中間管理職の男性や同僚の男

性の認識、理解が不十分である

時間外労働、深夜労働をさせにくい

女性のための就業環境の整備にコストがかかる

重量物の取扱いや危険有害業務

について、法制上の制約がある

女性の活躍を推進する方法がわからない

その他

特になし

(%)

12年度

15年度

(%)
女性管理職を有
する企業割合

管理職に占める
女性の割合

62.5 5.8

既に取り組んでいる 70.0 5.2

今後取り組むこととしている 59.6 4.6

今のところ取り組む予定なし 59.8 7.1

　既に十分に女性が能力発揮し、活躍しているため 67.1 9.7

　トップの意識が伴わない 50.4 4.5

産業・規模計

注）「管理職」は、係長相当職以上（役員を含む）の者である。
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５  セクシュアルハラスメントの防止のための取組について 

(1) セクシュアルハラスメントの防止のための取組内容 

セクシュアルハラスメント防止方針を従業員に周知するための取組内容をみると、

「ミーティング時などを利用してセクシュアルハラスメント防止の周知を行った」、

「就業規則、労働協約等の書面でセクシュアルハラスメント防止についての方針を

明確化し、周知した」とする企業割合が高く、それぞれ 33.5％、32.5％であった。

規模別には規模が大きいほどいずれの取組内容についても実施企業割合が高くな

っている（図表 18、付属統計表第 21 表）。 

 

図表 18 セクシュアルハラスメント防止のための取組内容別企業割合(M.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) セクシュアルハラスメントの防止のための相談・苦情対応窓口設置内容 

セクシュアルハラスメントの防止のための相談・苦情対応窓口の設置状況をみる

と、「人事担当者や職場の管理職を相談担当者に決めている」が 55.3％と最も多く、

「労使による苦情処理委員会を設置している」や「企業内に相談室を設置し、相談

専門の担当者を配置している」はそれぞれ 4.2％、2.7％と少ない。 

また、規模別にみると、セクシュアルハラスメント防止のための取組内容同様、

規模が大きいほどいずれの取組内容についても実施企業割合が高くなっており、例

えば、5,000 人以上規模においては「労使による苦情処理委員会を設置している」

についても 33.1％、「企業内に相談室を設置し、相談専門の担当者を配置している」

も 31.0％となっている（図表 19、付属統計表第 22 表）。 

 

 

 

32.5

15.8

33.5

11.7

6.2

18.3

35.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

就業規則、労働協約

等の書面で明確化

マニュアル、ポスター、

パンフレット等を作成

ミーティング時な

どを利用して周知

管理職に対する研修

従業員に対する研修

行政機関や研修業者

主催による説明会に参加

その他

(%)

(%)

規模計
5,000人
以上

1,000～
4,999人

300～
　999人

100～
　299人

30～
　99人

就業規則、労働協約
等の書面で明確化

32.5 84.7 77.2 64.8 45.7 23.9

マニュアル、ポスター、
パンフレット等を作成

15.8 78.9 61.6 36.9 23.5 9.9

ミーティング時な
どを利用して周知

33.5 57.4 45.5 38.6 36.5 31.7

管理職に対する研修 11.7 69.7 50.4 32.8 16.9 6.8

従業員に対する研修 6.2 46.5 30.6 18.3 7.6 3.8

行政機関や研修業者
主催による説明会に参加

18.3 58.6 47.0 40.8 26.6 12.7
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図表 19 セクシュアルハラスメント防止のための相談・苦情対応窓口設置内容別企業割合(M.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) セクシュアルハラスメントが起こった場合、対応として特に難しいと感じてい

る内容 

セクシュアルハラスメントが起こった場合、対応として特に難しいと感じている

内容として、「当事者の言い分が食い違う等、事実確認が難しい」、「プライバシー

の保持が難しい」とする企業割合が高く、それぞれ 38.0％、37.2％であったが、「特

になし」も 32.8％であった（図表 20、付属統計表第 23 表）。 

 

図表 20 セクシュアルハラスメントが起こった場合、対応として特に難しいと感じる事項別企業割合(M.A.)  
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相談を受けた後、社内でどのよう

に対処したらよいかがわからない

日常の業務が忙しいため、対応する余裕がない
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規模計
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以上
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4,999人

300～
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　299人
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　99人

人事担当者や職場
の管理職を相談担
当者に決めている

55.3 88.8 83.8 80.8 66.7 48.4

企業内に相談室を
設置し、相談専門
の担当者を配置している

2.7 31.0 16.9 8.9 4.4 1.1

労使による苦情処理
委員会を設置している

4.2 33.1 20.7 13.2 7.2 1.8

企業内に専用電
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に委託している

0.8 16.7 4.3 2.2 0.9 0.5

その他 42.8 3.4 8.7 14.0 29.1 50.8

2.7

4.2

1.1

0.8
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の担当者を配置している

労使による苦情処理
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企業内に専用電

話を開設している

社外の専門機関

に委託している

その他

(%)
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６ 母性保護措置等による不就業期間の取扱いについて 

産前産後休業、育児時間、妊娠中の通院休暇制度など、母性保護措置等による不

就業期間について「昇進・昇格の決定」、「昇給の決定」、「退職金の算定」の際にど

のように取り扱っているのかをみると、「特に決めていない」とする企業が概ね 40％

～60％であった。また、「何らかの形で労働者の出勤状況を考慮している」と回答し

た企業は、30％～50％台であったが、そのうち、産前産後休業や育児時間について

は 40％～50％台の企業が「就業したもの」とみなしており、特に、退職金の算定に

あたって「就業したもの」とみなす企業割合はそれぞれ 53.6％、54.6％であった。

一方、妊娠中の症状に対応する休業や出産後の症状に対応する休業については、産

前産後休業や育児時間とは対照的に不就業期間とする企業割合が高くなっている

（図表 21、付属統計表第 24 表）。 

 

図表 21 母性保護措置等による不就業期間の取扱い別企業割合 
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７ 仕事と育児の両立について 

 (1) 育児休業取得者 

在職中に出産した者又は配偶者が出産した者に占める育児休業取得者（注）の割合

（以下、育児休業取得率という。）を男女別にみると、女性は73.1％、男性は0.44％

であった。また、育児休業取得者のうちの男女別割合をみると、女性が97.1％、男

性が2.9％となっている。 

企業規模別の育児休業取得率を女性についてみると、概ね規模が大きいほど取得

率が高く、5,000人以上規模で76.3％、1,000～4,999人規模で82.9％、300～999人

規模で80.1％、100～299人規模で68.5％、30～99人規模で60.3％であった（図表22、

付属統計表第25表）。 
 

 

図表 22 育児休業取得率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 育児のための勤務時間短縮等の措置 

勤務時間短縮等の措置（①短時間勤務制度、②フレックスタイム制度、③始業・

終業時刻の繰上げ・繰下げ、④所定外労働の免除、⑤事業所内託児施設の設置運営

その他これに準ずる便宜の供与、⑥育児休業に準ずる措置）の制度がある企業割合

は 45.3％で、企業規模別にみると、規模が大きい企業ほど制度のある割合が高く、

300～999 人規模以上では概ね８割以上の企業が何らかの制度を有している（5,000

人以上規模で 89.0％、1,000～4,999 人規模で 88.2％、300～999 人規模 78.7％）。 

また、制度のある企業について最長で子が何歳になるまで利用できるかをみると、

「３歳に達するまで」とする企業割合が 73.7％、「子が３歳～小学校就学前の一定

の年齢まで」とする企業割合が 3.6％、「小学校就学の始期に達するまで」とする企

業割合が 19.0％であった（図表 23、付属統計表第 26 表）。 

 

 

73.1

76.3

82.9

80.1

68.5

60.3

0.44

0.05

0.20

0.11

0.47

1.19
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(%)
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（注）調査対象企業において、H14.4.1からH15.3.31までの１年間に出産した者又は配偶者が出産した者に占め
    るH15.10.1までの間に育児休業を開始した者（育児休業の申出をしている者を含む）の割合である。
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図表 23 育児のための勤務時間の短縮等の措置の制度のある企業割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 子の看護休暇制度 

子の看護休暇制度がある企業割合は 16.9％で、企業規模別にみると、規模が大き

い企業ほど制度のある割合が高い（図表 24、付属統計表第 27 表）。 

 

図表 24 子の看護休暇制度のある企業割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考）平成 15 年度調査は、30 人以上規模の「企業」を対象とし、平成 14 年度調査は５人以上規模の「事業所」を対象

に行ったものであるため、統計上、時系列で接続するものではないが、平成 14 年度調査の結果は次のとおり。 

●育児休業取得率 女性 64.0％、男性 0.33％ 

●小学校就学の始期に達するまでの育児のための勤務時間短縮等の措置の制度ありの事業所割合 9.6％ 

●子の看護休暇制度ありの事業所割合 10.3％ 

 

８ 平均勤続年数について 

一般労働者について、女性の平均勤続年数は9.6年、男性は14.7年で、その差は5.1

年であった。これを、配偶関係別にみると、配偶者のいる女性は10.8年、配偶者の

いない女性は7.2年、配偶者のいる男性は13.3年、配偶者のいない男性は7.6年であ

り、配偶者のいる労働者の平均勤続年数の男女差は2.5年、配偶者のいない労働者

の平均勤続年数の男女差は0.4年と配偶者のいる労働者の方が男女差は大きくなっ

ている（付属統計表第29表）。 
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